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平成 24 年 4月 5 日 

 

企業結合（ステップ 2） 
ディスカッション・ポイント 

 

１．これまでの検討経緯 

 企業結合（ステップ 2）プロジェクトでは、平成 21 年 7 月に公表した論点整理に対す
るコメントを踏まえ、検討を行っている。 

 第 235 回（1月 10 日）の委員会では、のれんについて、当面、現行の償却処理を維持
することとしてはどうか、と提案している。また、のれん以外の論点につき、改正を

行うか否かの判断を別途行う、とし、前回（3月 15 日）の委員会では、これまで検討

してきた論点の内容について確認している。 

 

２．ディスカッション・ポイント 
 本日は、少数株主持分の取扱いについて、ディスカッション・ポイントを検討いただ
きたい。 

 

 連結財務諸表上、少数株主との取引に該当する以下を資本取引として扱う方向性につ
いてどう考えるか。 

 子会社株式の追加取得 
 子会社株式の一部売却 
 子会社の時価発行増資 

 

 連結損益計算書の表示において、現行の少数株主損益調整前当期純利益を当期純利益
に改め、当期純利益に少数株主損益を含める方向性についてどう考えるか。 

 
以 上 
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